
 

段ボール業界規格 ＪＣＳ

防水段ボール M 0002：2000

Water proof corrugated fibreboards
　

　

　1．適用範囲 この規格は、防水段ボールについて規定する。

　2．引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規
格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

　J IS P 3902 段ボール用ライナ

　J IS P 3904 段ボール用中しん原紙

　J IS P 8131 紙及び板紙－ミューレン高圧形試験機による破裂強さ試験方法

　J IS Z 0403-2 段ボール－垂直圧縮強さ試験方法

　J IS Z 1516 外装用段ボール

　Japan TAPPI No.68 紙及び板紙－はっ水度試験方法（旧JIS P 8137）

　J IS Z 0402 段ボール－接着力試験方法

　 ISO 3038 段ボール－浸水試験による接着力の耐水性測定

　 3．種類　防水段ボールの種類は、表1のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　表1

種類 備考

はっ水段ボール 短時間水が掛かっても、水をはじいて水滴とし、水の浸透を防ぐように表面加工した段ボール。

耐水段ボール 長時間浸水しても、あまり強度が劣化しないように加工した段ボール。

　4．品質 　防水段ボールは、品質が均一で、接着不良、不整段、汚れ、きずなど使用上の欠点がなく、はっ水度、破裂強
さ、垂直圧縮強さ及び接着強さは6．に規定する方法によって行い、その強さは、受渡当事者間の協定による。

　 5．材料及び防水加工 

　a） 材料　防水段ボールを製造するための材料は、次のとおりとする。

　（1） ライナ　ライナはJ IS P 3902 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　（2） 中しん　中しんはJ IS P 3904 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　（3） 段ボール　段ボールはJ IS Z 1516 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　b） 防水加工　防水段ボールを製造するための防水加工は、受渡当事者間の協定による品質を満足する防水加工剤、耐水接着剤

などを用いて行う。

　 6．試験方法

　a） 試験片　試験片は、原則として図1、図2及び図3に示す大きさとする。

　b） はっ水度　はっ水度は、Japan TAPPI No.68 紙及び板紙－はっ水度試験方法（旧JIS P 8137）による。

　c） 耐水強度　耐水強度は、以下に示す（1）、（2）、（3）及び（4）によって行う。

　（1） 浸水処理装置及び操作　浸水処理装置は、試験片より十分大きな形状をもち、試験片を浸水させたとき、水がその浸水部分を

自然対流できるものとする。

また、浸水処理操作は、試験片の段の開口部が上下になるようにして、20±3℃の水に浸せきする。

この場合、試験片の形状・寸法は図1、図2及び図3に示すとおりとし、振動させながら浸せきし、段間の空気を除去する。

なお、試験片の上端は、水面下30～50mmの位置で保持されていなければならない。

水に浸せき後、試験片を取り出し、段間に入った水及び段ボールの表面に付着した水分を十分に除いてから手早く（2）、（3）及

び（4）の試験を行う。




